
 

 

社会福祉法人帯広保育事業協会  

  

あけぼの保育園 重要事項説明書  
 

１ 運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人 帯広保育事業協会  

事業者の所在地  帯広市西１５条南４０丁目２番地１  

事業者の連絡先  ０１５５－４８－２２０６  

代表者氏名  理事長 清 野 義 明  

 

２ 保育所の概要、目的及び運営の方針  

施設の名称  あけぼの保育園  

施設の所在地  帯広市西２５条南１丁目１４番地１１  

連絡先  
電話番号 ０１５５－３７－３２００  

FAX 番号 ０１５５－３７－６６１８  

管理者（園長）氏名  園長  玉 置 浩 恵  

開設年月日  昭和５９年 ４ 月 １ 日  

利用定員  
（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

12 人  18 人  22 人  22 人  23 人  23 人  120 人  

事業の目的・運営方針  

○事業目的  

当園を利用する子どもに対し保育を行いその健全な心身の発達

を図るとともに、その保護者や地域の子育て家庭に対する支援等を

行うことを目的とする。  

○  運営方針  

未来を担う子どもたちの成長を願って保護者からも地域からも

愛される保育園を目指します。  

 また、入園児の家庭及び地域との結びつきを重視した運営を行う

とともに、その支援を行い、行政機関や小学校、他の特定教育、保

育施設等地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設

その他の保健医療・福祉を提供する者との密接な連携に努めます。 



 

 

３ 施設の概要             

敷地  
敷地全体  ２、４５３．０２㎡  

園庭  １、１００㎡  

園舎  
構造  鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建  

延べ  ７８９．０７㎡  

 

４ 主な設備の概要 ※別添可  

設備  部屋数  備考  

乳児室  １室   

ほふく室  １室   

1 歳児室  １室   

保育室  ５室   

遊戯室  １室   

調理室  １室   

事務室  １室   

相談室  １室   

 

５ 職員体制（令和 6 年４月１日 現在）  

職    種  員 数  常 勤  非常勤  職 務 の 内 容  

園長  １人  １人   保育園の掌理及び職員の指揮監督  

主任保育士  １人  １人   園長の補佐及び保育士の統括  

保育士  12 人  12 人   保育担当  

嘱託保育士  １人  １人    

臨時保育士  10 人   10 人  保育補助  

栄養士（調理員も兼務）  １人  1 人    

調理員  ４人   4 人  給食業務  

用務員  １人   １人  園内外の環境整備業務  

嘱託医  ２人   ２人  園児の健康診査  

 

 



 

 

６ 利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

 

保育標準時間  午前７時００分～午後６時００分（１１時間）  

保育短時間  午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

 

延
長
保
育 

保育標準時間  夕：午後６時００分～午後７時００分  

保育短時間  
朝：午前７時００分～午前８時３０分  

夕：午後４時３０分～午後７時００分  

開所時間  月～土曜日  午前７時００分～午後７時００分  

休業日  
日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

７ 利用者負担費用等  

利用者負担（3 歳児クラス未満） 帯広市が定める利用者負担（保育料）  

延長保育費用  
午後６時～午後７時まで  １回当たり  ２００円  

保育短時間 (上記以外の時間帯 ) ３０分毎  ５０円  

給食費（3 歳児クラス以上）  
副食費（おかず・おやつ等）  月額  ４，８００円  

主食費（ごはん等）   月額  ７００円  

◎給食費の副食費については、世帯の所得や家族構成等により免除される場合があります。  
◎保育料は帯広市へ納入して頂きますが、給食費はゆうちょ銀行口座から毎月 28 日（土・日・

祝日の場合は以降の直近営業日）に自動引落（手数料は園負担）で園に納入していただきま

す。  

 

８ 提供する保育の内容  

 児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、「保育所保育指針」

及び「全体的な計画」に沿って、入園児の心身の状況に応じた保育を提供します。  

 【保育方針】  

一人一人を大切にし、意欲・主体性を育む丁寧な保育をします。  

      私達は常に子どもをかけがえのない存在として愛し、気持ちを受け止め、 

      様々な活動を通して発達を支えていきます。  

 【保育目標】  

      ・心も体も健やかな子  

      ・遊びを通し自ら学び考える子  

      ・感じたこと考えたことを自分らしく表現できる子  



 

 

 

9 帯広市保育所児童保育要録  

 子どもの発達や生活の連続性を踏まえ、子どもの育ちを支えるために就学先  

 となる小学校に対し保育園における生活の様子を記した要録を送付します。  

 

10 年間行事予定  

月  主 な 行 事 内 容  

４月  入園のつどい、父母懇談会、こどもの日  

５月  家庭訪問週間、遠足、交通安全教室  

６月  歯科検診、内科検診  

７月  年長お楽しみ会、夏祭り  

８月  プールあそび  

９月  運動会、バス遠足、  

１０月  やきいも、遠足  

１１月   

１２月  ほのぼの発表会、クリスマス会、内科検診  

１月  もちつき  

２月  節分、父母懇談会  

３月  ひな祭り、卒園式、お別れパーティ  

※このほかに毎月誕生会・身体測定・避難訓練があります。  

 

11 利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  市町村が行う利用調整による  

退園理由  

・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると帯広市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  
別紙「入園のしおり」による  

 



 

 

12 嘱託医  

医療機関の名称  フクイ小児科医院  

医院（医院）長名  福井 洋  

所在地  帯広市西２５条南１丁目  

電話番号  ０１５５－３７－４１５２  

13 嘱託歯科医  

医療機関の名称  デンタルクリニックすぎむら  

医院長名  杉村 邦洋  

所在地  帯広市西２５条南１丁目  

電話番号  ０１５５－３７－３３５０  

 

14 緊急時における対応方法  

 当園は、保育の提供中に利用子どもの健康状態の急変その他緊急事態が生じたとき

は、速やかに利用子どもの家族等に連絡するとともに嘱託医又は利用子どもの主治医に

相談する等の措置を講じます。  

【管轄する消防署】  

消防署名  帯広市消防署森の里出張所  

所在地  帯広市西２２条南４丁目１番地３  

電話番号  ０１５５－３５－０１１９  

 

【管轄する警察署】  

警察署名  帯広警察署  

所在地  帯広市西２条北１丁目１番地  

電話番号  ０１５５－２５－０１１０  

 

 

 

 

 

 



 

 

15 非常災害対策  

防火管理者  主任 吉田 史江  

消防計画届出年月日  帯広市消防署あて 平成３１年４月５日届出  

避難訓練  避難及び消火の訓練は、少なくとも月１回実施します。  

防災設備  自動火災探知器、煙感知器、誘導灯を備えています。  

避難場所  園庭・第二中学校  

休園  
火災・水害・土砂災害・地震等災害発生により甚大な被害が想定さ

れる場合は、市からの助言を受けて休園とする事もあります。  

緊急時連絡用携帯電話  あけぼの保育園  ０８０－７８０７―６９８５  

 

16 要望・苦情等の窓口  

相談・苦情等受付担当者  主任保育士 吉田 史江   

相談・苦情等解決責任者  園長 玉置 浩恵   

第三者委員  
大橋 剛   

河田 芙美子   

 

【要望・苦情等の受付（対応）方法】  

要望・苦情等を受け付けた場合には、苦情の内容、意向等の確認・記録するとともに、

苦情申し出人との話し合いを行います。又、第三者委員に報告するとともに助言や話し

合いなどを行い円満な解決に努めます。  

 

17 賠償責任保険の加入状況  

加入保険の種類  ほいくのほけん（東京海上日動火災保険 (株 )）  

加入保険の内容  

契約者：全国私立保育園連盟  

園・保育者賠償責任・園児団体傷害のセット保険  

地域子育て支援センター賠償責任保険  

補償金額  

園・保育者賠償責任：  

対人１名 1 事故 10 億円・対物 1 事故１千万円  

園児団体傷害保険：  

園児死亡･後遺障害 122.1 万円・入院日額 1,800 円  



 

 

18 守秘義務及び個人情報の取扱い  

 保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た利用子ども及びその保護

者に係る個人情報については、法令による場合を除き、保護者の同意を得ずに第三者へ

提供することはありません。  

 

19 児童虐待の早期発見及び通告の義務  

保育所・幼稚園・学校関係者には、児童虐待の早期発見及び通報の義務がありますの

でご了承下さい。（児童虐待の防止等に関する法律第 5 条による）  

  

 

20 その他の留意事項  

利用者の思想・信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利

活動はご遠慮ください。  

 

 

 



 

 

 

重要事項説明に係る同意書 

 

 

当所における保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説

明を行いました。 

  年  月  日    

 

保育園名 ： あけぼの保育園 

説明者  ： 園長 玉 置 浩 恵 

 

 

 

 

 

  私は、本書面に基づいてあけぼの保育園の利用に当たっての重要事項の説明

を受け、同意しました。 

  年  月  日    

 

 

  保護者氏名及び続柄 ：            ㊞ （続柄：   ） 

 

  保護者住所 ： 

 

  児 童 氏 名 ： 

 

  児 童 氏 名 ： 

 

  

 



 

 

 

21 児童の服薬について 

 

 保育園での与薬については、原則行いません。医師の指示によりやむを得ない

場合に限り保護者に代わって保育園の担当保育士が慎重に児童に薬を与えるこ

ととします。 

 服薬が必要な場合は、病気が回復していないものとして、お休みして療養する

か、病後児保育を利用する等のご検討をお願いします。また、鼻水程度の風邪等、 

軽微な症状のため、服薬しながら保育園も通園する場合は、診察の際に、朝・晩

の服薬となるよう医師にご相談下さい。 

 

  ○下記の場合は、担当保育士又は園長にご相談下さい。 

 

1、慢性の病気の為長期にわたって服薬を必要とし、かつ朝晩の服用とはならない場合 

  （てんかん、糖尿病、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、中耳炎、副鼻腔炎等） 

2、重篤な症状に対して緊急に必要となる薬の場合 

  （熱性けいれん、アレルギーによるアナフイラキシー等） 

3、その他、医師が保育時間中の服用が絶対に不可欠と判断する場合 

4、塗り薬、目薬等は原則お受けできませんが、医師が必要と判断する場合 

 

  ○保育園で与薬する場合は、下記の事項について確認のうえ、承諾書の提出をお願

いします。 

 

（依頼する場合の留意事項） 

1、保育時間中の服用が絶対に必要と医師が判断し、「指示書」を提出された場合に限 

り、依頼をお受けします。 

2、依頼する場合は、保護者からの「薬の依頼票の提出が必要です。 

3、上記必要書類の提出がない場合は、お受けできません。 


